
第２５号議案 

 

   加東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定の件 

 

 加東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和７年３月３日提出 

加東市長 岩 根  正  

 

加東市条例第  号 

 

   加東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 加東市国民健康保険税条例（平成１８年加東市条例第５２号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表により、改正前の欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後の欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改

める。 

改   正   前 改   正   後 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所

得に係る地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」とい

う。）第３１４条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合計額から同条第２項の規定による控除をした後の総所

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所

得に係る地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」とい

う。）第３１４条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合計額から同条第２項の規定による控除をした後の総所



得金額及び山林所得金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金

額等」という。）に１００分の７．１９を乗じて算定する。 

２ 〔略〕 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割

額） 

第４条 第２条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人につい

て３万５００円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額） 

第５条 第２条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第

８号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該

資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するも

のをいう。以下同じ。）と同一の世帯に属する被保険者が属す

る世帯であって同日の属する月（以下この号において「特定月」

という。）以後５年を経過する月までの間にあるもの（当該世

帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。次号、第７

条の２及び第２３条第１項において同じ。）及び特定継続世帯

（特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属す

る世帯であって特定月以後５年を経過する月の翌月から特定

月以後８年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の

被保険者がいない場合に限る。）をいう。第３号、第７条の２

及び第２３条第１項において同じ。）以外の世帯 ２０，００

得金額及び山林所得金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金

額等」という。）に１００分の７．４２を乗じて算定する。 

２ 〔略〕 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割

額） 

第４条 第２条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人につい

て３万２，０００円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額） 

第５条 第２条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第

８号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該

資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するも

のをいう。以下同じ。）と同一の世帯に属する被保険者が属す

る世帯であって同日の属する月（以下この号において「特定月」

という。）以後５年を経過する月までの間にあるもの（当該世

帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。次号、第７

条の２及び第２３条第１項において同じ。）及び特定継続世帯

（特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属す

る世帯であって特定月以後５年を経過する月の翌月から特定

月以後８年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の

被保険者がいない場合に限る。）をいう。第３号、第７条の２

及び第２３条第１項において同じ。）以外の世帯 ２０，５０



０円 

(2) 特定世帯 １０，０００円 

(3) 特定継続世帯 １５，０００円 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

所得割額） 

第６条 第２条第３項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に

１００分の３．０１を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額） 

第７条 第２条第３項の被保険者均等割額は、被保険者１人につい

て１万２，５００円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

世帯別平等割額） 

第７条の２ 第２条第３項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる

世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ８，１００円 

(2) 特定世帯 ４，０５０円 

(3) 特定継続世帯 ６，０７５円 

（介護納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第８条 第２条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係

る基礎控除後の総所得金額等に１００分の２．７１を乗じて算定

する。 

（介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） 

０円 

(2) 特定世帯 １０，２５０円 

(3) 特定継続世帯 １５，３７５円 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

所得割額） 

第６条 第２条第３項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に

１００分の３．０２を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額） 

第７条 第２条第３項の被保険者均等割額は、被保険者１人につい

て１万２，８００円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

世帯別平等割額） 

第７条の２ 第２条第３項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる

世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ８，２００円 

(2) 特定世帯 ４，１００円 

(3) 特定継続世帯 ６，１５０円 

（介護納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第８条 第２条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係

る基礎控除後の総所得金額等に１００分の２．６２を乗じて算定

する。 

（介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） 



第９条 第２条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保

険者１人について１万３，９００円とする。 

（介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額） 

第９条の２ 第２条第４項の世帯別平等割額は、１世帯について

７，０００円とする。 

（国民健康保険税の減額） 

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義

務者に対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の

基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額

して得た額が６５万円を超える場合には、６５万円）、同条第３

項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を

減額して得た額（当該減額して得た額が２４万円を超える場合に

は、２４万円）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額からオ

及びカに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が１７

万円を超える場合には、１７万円）の合算額とする。 

(1) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が４３万円（納税義務者並びにその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給

与所得を有する者（前年中に法第７０３条の５第１項に規定す

る総所得金額に係る所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２

８条第１項に規定する給与所得について同条第３項に規定す

る給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給

与等の収入金額が５５万円を超える者に限る。）をいう。以下

第９条 第２条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保

険者１人について１万３，５００円とする。 

（介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額） 

第９条の２ 第２条第４項の世帯別平等割額は、１世帯について

６，６００円とする。 

（国民健康保険税の減額） 

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義

務者に対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の

基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額

して得た額が６５万円を超える場合には、６５万円）、同条第３

項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を

減額して得た額（当該減額して得た額が２４万円を超える場合に

は、２４万円）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額からオ

及びカに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が１７

万円を超える場合には、１７万円）の合算額とする。 

(1) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が４３万円（納税義務者並びにその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給

与所得を有する者（前年中に法第７０３条の５第１項に規定す

る総所得金額に係る所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２

８条第１項に規定する給与所得について同条第３項に規定す

る給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給

与等の収入金額が５５万円を超える者に限る。）をいう。以下



この号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有す

る者（前年中に法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額

に係る所得税法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る

所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除

を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっては当該公的年金等の

収入金額が６０万円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者に

あっては当該公的年金等の収入金額が１１０万円を超える者

に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数

（以下この条において「給与所得者等の数」という。）が２以

上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の数から１

を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）を超

えない世帯に係る納税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について２１，３５０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １４，０００   

 円 

(ｲ) 特定世帯 ７，０００円 

(ｳ) 特定継続世帯 １０，５００円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する

この号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有す

る者（前年中に法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額

に係る所得税法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る

所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除

を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっては当該公的年金等の

収入金額が６０万円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者に

あっては当該公的年金等の収入金額が１１０万円を超える者

に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数

（以下この条において「給与所得者等の数」という。）が２以

上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の数から１

を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）を超

えない世帯に係る納税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について２２，４００円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １４，３５０   

 円 

(ｲ) 特定世帯 ７，１７５円 

(ｳ) 特定継続世帯 １０，７６３円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する



世帯主を除く。）１人について８，７５０円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ５，６７０円 

(ｲ) 特定世帯 ２，８３５円 

(ｳ) 特定継続世帯 ４，２５３円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について９，７３０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について４，９００円 

(2) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が４３万円（納税義務者並びにその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給

与所得者等の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給

与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金

額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人に

つき２９万５，０００円を加算した金額を超えない世帯に係る

納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について１５，２５０円 

世帯主を除く。）１人について８，９６０円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ５，７４０円 

(ｲ) 特定世帯 ２，８７０円 

(ｳ) 特定継続世帯 ４，３０５円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について９，４５０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について４，６２０円 

(2) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が４３万円（納税義務者並びにその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給

与所得者等の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給

与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金

額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人に

つき２９万５，０００円を加算した金額を超えない世帯に係る

納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について１６，０００円 



イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １０，０００ 

 円 

(ｲ) 特定世帯 ５，０００円 

(ｳ) 特定継続世帯 ７，５００円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する

世帯主を除く。）１人について６，２５０円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ４，０５０円 

(ｲ) 特定世帯 ２，０２５円 

(ｳ) 特定継続世帯 ３，０３８円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について６，９５０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について３，５００円 

(3) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が４３万円（納税義務者並びにその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １０，２５０ 

 円 

(ｲ) 特定世帯 ５，１２５円 

(ｳ) 特定継続世帯 ７，６８８円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する

世帯主を除く。）１人について６，４００円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ４，１００円 

(ｲ) 特定世帯 ２，０５０円 

(ｳ) 特定継続世帯 ３，０７５円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について６，７５０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について３，３００円 

(3) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が４３万円（納税義務者並びにその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給



与所得者等の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給

与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金

額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人に

つき５４万５，０００円を加算した金額を超えない世帯に係る

納税義務者（前２号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について６，１００円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ４，０００円 

(ｲ) 特定世帯 ２，０００円 

(ｳ) 特定継続世帯 ３，０００円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する

世帯主を除く。）１人について２，５００円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １，６２０円 

(ｲ) 特定世帯 ８１０円 

(ｳ) 特定継続世帯 １，２１５円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

与所得者等の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給

与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金

額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人に

つき５４万５，０００円を加算した金額を超えない世帯に係る

納税義務者（前２号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について６，４００円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ４，１００円 

(ｲ) 特定世帯 ２，０５０円 

(ｳ) 特定継続世帯 ３，０７５円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する

世帯主を除く。）１人について２，５６０円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １，６４０円 

(ｲ) 特定世帯 ８２０円 

(ｳ) 特定継続世帯 １，２３０円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護



納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について２，７８０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について１，４００円 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する

日以後の最初の３月３１日までの間にある被保険者（以下「未就

学児」という。）がある場合における当該納税義務者に対して課

する被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未就学児

につき算定した被保険者均等割額（前項に規定する金額を減額す

るものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）

に限る。）は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

 (1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等 

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人に 

ついて次に定める額 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 ４，５７５  

 円 

イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 ７，６２５  

 円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 １２，２０

０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 １５，２５０円 

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額

納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について２，７００円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について１，３２０円 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する

日以後の最初の３月３１日までの間にある被保険者（以下「未就

学児」という。）がある場合における当該納税義務者に対して課

する被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未就学児

につき算定した被保険者均等割額（前項に規定する金額を減額す

るものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）

に限る。）は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

 (1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等 

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人に 

ついて次に定める額 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 ４，８００  

 円 

イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 ８，０００  

 円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 １２，８０

０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 １６，０００円 

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額



の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

未就学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 １，８７５ 

 円 

イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 ３，１２５

円 

ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 ５，０００

円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ６，２５０円 

３ 〔略〕 

の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

未就学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 １，９２０ 

 円 

イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 ３，２００

円 

ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 ５，１２０

円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ６，４００円 

３ 〔略〕 

備考 表中の〔 〕の記載は注記である。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の加東市国民健康保険税条例の規定は、令和７年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和６年

度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 



 
 

加東市国民健康保険税条例の一部改正（要旨） 
 
１ 改正理由 

国民健康保険事業の安定的な運営を目的とする保険税水準の統一に向けた兵庫県の取組

を踏まえ、低所得世帯に配慮した上で、国民健康保険税を見直す必要があるため、税率等

の改定について、所要の改正を行うものである。 
 
２ 改正内容 
 (1) 国民健康保険税の所得割、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を改めること。（第 

３条～第９条の２関係） 
次の表のとおり改める。 

（単位：円） 

※特定世帯とは、国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度に移行することにより、国民

健康保険の被保険者が１人となった世帯のこと。 
※特定継続世帯とは、特定世帯に該当して５年経過後８年を超えない世帯のこと。 
 
 
 
 

 
基礎課税額分 

（医療給付費分） 
後期高齢者支援金

等課税額分 
介護納付金 
課税額分 合 計 

改正前 改正後 改正前 改正後 改正前 改正後 改正前 改正後 

所得割額

の税率 7.19% 7.42% 3.01% 3.02% 2.71% 2.62% 12.91% 13.06% 

被保険者

均等割額 
30,500 32,000 12,500 12,800 13,900 13,500 56,900 58,300 

世帯別 

平等割額 

特定世帯

及び特定

継続世帯

以外の世

帯 

20,000 

特定世帯

及び特定

継続世帯

以外の世

帯 

20,500 

特定世帯

及び特定

継続世帯

以外の世

帯 

8,100 

特定世帯

及び特定

継続世帯

以外の世

帯 

8,200 

7,000 6,600 

35,100 35,300 

特 定 世

帯 

10,000 

特 定 世

帯 

10,250 

特 定 世

帯 

 4,050 

特 定 世

帯 

 4,100 

21,050 20,950 

特定継続

世帯 

15,000 

特定継続

世帯 

15,375 

特定継続

世帯 

 6,075 

特定継続

世帯 

 6,150 

28,075 28,125 

第２５号議案 要旨 



 
 
 (2) 低所得者層の被保険者均等割額及び世帯別平等割額から減額する額を改めること。

（第２３条関係） 
次の表のとおり改める。 

                                   （単位：円） 

 
減額する額 

基礎課税額分 
（医療給付費分） 

後期高齢者支援金等 
課税額分 介護納付金課税額分 

改正前 改正後 改正前 改正後 改正前 改正後 

７

割

軽

減 

被保険者 

均等割額 
21,350 22,400 8,750 8,960 9,730 9,450 

世帯別 

平等割額 

特定世帯及

び特定継続

世帯以外の

世帯 

14,000 

特定世帯及

び特定継続

世帯以外の

世帯 

14,350 

特定世帯及

び特定継続

世帯以外の

世帯 

5,670 

特定世帯及

び特定継続

世帯以外の

世帯 

5,740 
4,900 4,620 

特定世帯 

7,000 

特定世帯 

7,175 

特定世帯 

2,835 

特定世帯 

2,870 

特定継続世

帯 

10,500 

特定継続世

帯 

10,763 

特定継続世

帯 

4,253 

特定継続世

帯 

4,305 

５

割

軽

減 

被保険者 

均等割額 
15,250 16,000 6,250 6,400 6,950 6,750 

世帯別 

平等割額 

特定世帯及

び特定継続

世帯以外の

世帯 

10,000 

特定世帯及

び特定継続

世帯以外の

世帯 

10,250 

特定世帯及

び特定継続

世帯以外の

世帯 

4,050 

特定世帯及

び特定継続

世帯以外の

世帯 

4,100 
3,500 3,300 

特定世帯 

5,000 

特定世帯 

5,125 

特定世帯 

2,025 

特定世帯 

2,050 

特定継続世

帯 

7,500 

特定継続世

帯 

7,688 

特定継続世

帯 

3,038 

特定継続世

帯 

3,075 

２

割

軽

減 

被保険者 

均等割額 
6,100 6,400 2,500 2,560 2,780 2,700 

世帯別 

平等割額 

特定世帯及

び特定継続

世帯以外の

世帯 

4,000 

特定世帯及

び特定継続

世帯以外の

世帯 

4,100 

特定世帯及

び特定継続

世帯以外の

世帯 

1,620 

特定世帯及

び特定継続

世帯以外の

世帯 

1,640 
1,400 1,320 

特定世帯 

2,000 

特定世帯 

2,050 

特定世帯 

810 

特定世帯 

820 

特定継続世

帯 

3,000 

特定継続世

帯 

3,075 

特定継続世

帯 

1,215 

特定継続世

帯 

1,230 

 

 

 

 



 
 

(3) 未就学児に対する被保険者均等割の減額する額を改めること。（第２３条関係） 
次の表のとおり改める。 

                           （単位：円） 

 
減額する額 

基礎課税額分（医療給付費分） 後期高齢者支援金等課税額分 

改正前 改正後 改正前 改正後 

軽減なし 15,250 16,000 6,250 6,400 

７割軽減 4,575 4,800 1,875 1,920 

５割軽減 7,625 8,000 3,125 3,200 

２割軽減 12,200 12,800 5,000 5,120 

 

３ 国民健康保険財政への影響 
  税率改正による国民健康保険税額の増額見込 約１５，３６５千円 

 
４ 施行期日  令和７年４月１日 



令和７年度における国民健康保険税率の改正の概要 

 

１ 税率改正に対する市の考え方 

 国民健康保険制度は、国民皆保険の基盤を成す制度として市民の健康の保持増進に重

要な役割を果たしていますが、被用者保険と比べ、①年齢構成が高いこと等により医療

費水準が高い、②低所得の加入者が多く所得に占める保険料負担が重いといった構造的

な課題を抱えています。 

 こうした課題に対し、国民健康保険の運営基盤を強化するため、平成３０年度から国

による財政支援の拡充と県への財政運営の移管を主な内容とする現行制度が施行しまし

た。 

県が財政運営の責任主体となり、県全体で必要な医療費を県全体で賄う市町間の支え

合いの仕組みのもと、歳出の保険給付費に当たる医療費等は、県交付金として市に交付

され、また、市は、県が算定した国民健康保険事業費納付金（保険税負担）を、県に納め

るという制度に改正されました。 

県は、県全体の保険給付費等の見込みに対して、市町の所得水準等に応じて国民健康

保険事業費納付金額を算出し、これをもとに、毎年度各市町へ標準保険料率を提示して

います。この標準保険料率については、令和９年度に県内での保険料水準の統一（同一

所得・同一保険料）を目指していますが、一部の市町においては移行期間を設けるため、

県内市町の保険料率の完全統一時期は原則令和１２年度としています。 

市では、保険料水準の統一に向け、被保険者の保険税負担増に配慮しながら、段階的に

保険税率を調整し、令和３年度以降、県が提示する標準保険料率に合わせる形で保険税

率の改正を行っています。令和７年度においても、国民健康保険事業費納付金等の所要

額に対応するため、県が提示する標準保険料率に市の保険税率を改正します。 

県が提示する令和７年度の標準保険料率は、次のとおりです。 

 

令和７年度の標準保険料率                      （単位：円） 

 基礎課税額分 

（医療給付費分） 

後期高齢者支援 

金等課税額分 

介護納付金 

課税額分 
合 計 

所得割の税率  7.42%  3.02%  2.62% 13.06% 

被保険者均等割額 32,000 12,800 13,500 58,300 

世帯別平等割額 20,500  8,200  6,600 35,300 

※被保険者均等割額及び世帯別平等割額については、標準保険料率の１００円未満を切捨て 
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２ 令和７年度の標準保険料率と本市の現行保険税率との比較 

                              （単位：円） 

 

３ 令和７年度運営事業費               （単位：千円） 

 

 

 

 

 

４ 令和７年度収入見込額                （単位：千円） 

 

 

 

 

（Ｂ）－（Ａ）保険税の過不足 △6,923 千円 

 

５ 令和７年度の保険税率について 

上記より標準保険料率で試算した結果、令和７年度の保険税収が、６，９２３千円不足

するが、令和６年度末加東市国民健康保険財政調整基金の残高見込みが、６２，２５１

千円で基金残高の範囲内で補てんが可能であり、令和７年度も引き続き、基金を活用し

 県が示す標準

保険料率① 

令和６年度

保険税率② 
差（①－②） 

基礎課税額分 

（医療給付費分） 

所得割 7.42% 7.19% 0.23 ㌽ 

均等割 32,000 30,500 1,500 

平等割 20,500 20,000 500 

後期高齢者支援金

等課税額分 

所得割 3.02% 3.01% 0.01 ㌽ 

均等割 12,800 12,500 300 

平等割 8,200 8,100 100 

介護納付金 

課税額分 

所得割 2.62% 2.71% △0.09 ㌽ 

均等割 13,500 13,900 △400 

平等割 6,600 7,000 △400 

合  計 

所得割 13.06% 12.91% 0.15 ㌽ 

均等割 58,300 56,900 1,400 

平等割 35,300 35,100 200 

国民健康保険事業費納付金 1,002,339 

国民健康保険運営事業費に必要な金額 2,915,116 

歳出合計（Ａ） 3,917,455 

保険税以外の収入見込額 3,228,880 

保険税収入見込額 681,652 

  歳入合計（Ｂ） 3,910,532 
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つつ、県が示す標準保険料率に改正することが適切であると考え、県が示す標準保険料

率に改正します。 

 

基金の状況                          （単位：千円） 

令和６年７月末 

現在基金保有額 

令和７年度当初 

基金保有予定額 

令和７年度 

基金取崩見込額 

令和７年度末 

基金残高 

87,335 62,251 6,923 55,328 

 

６ 被保険者への影響額 

調定額による１人当たり平均額（試算）               （単位：円） 

 基礎課税額分  
（医療給付費分） 

後期高齢者支援  
金等課税額分  

介護納付金  
課税額分  合 計 

標準保険料率① 77,201 31,111 31,127 139,439 

現行保険税率② 74,763 30,673 32,191 137,627 

差（①－②） 2,438 438 △1,064 1,812 

 

世帯所得、構成によるシミュレーション 

①給与所得者が１人の場合                  （単位：円） 

所得 被保険者数 軽減項目 現行 改正後 差額 

  0 円 

１人 

（介護１人） 

７割軽減 27,400 28,000 600 

100 万円 軽減なし 165,400 167,900 2,500 

200 万円 軽減なし 294,500 298,500 4,000 

400 万円 軽減なし 552,700 559,700 7,000 

  0 円 

２人 

（介護２人） 

７割軽減 44,600 45,400 800 

100 万円 ５割軽減 147,900 150,300 2,400 

200 万円 軽減なし 351,400 356,800 5,400 

400 万円 軽減なし 609,600 618,000 8,400 

  0 円 

４人 

（介護２人） 

７割軽減 70,400 72,300 1,900 

100 万円 ５割軽減 190,900 195,100 4,200 

200 万円 ２割軽減 390,400 398,100 7,700 

400 万円 軽減なし 695,600 707,600 12,000 

※（ ）は介護分該当者 
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②年金所得者が１人の場合                  （単位：円） 

所得 被保険者数 軽減項目 現行 改正後 差額 

  0 円 
１人 

（介護なし） 

７割軽減 21,200 22,000 800 

100 万円 ２割軽減 114,900 118,200 3,300 

200 万円 軽減なし 231,100 237,300 6,200 

  0 円 
２人 

（介護なし） 

７割軽減 34,200 35,400 1,200 

100 万円 ５割軽減 115,100 118,600 3,500 

200 万円 軽減なし 274,100 282,100 8,000 

  0 円 
２人 

（介護１人） 

７割軽減 40,400 41,400 1,000 

100 万円 ５割軽減 125,500 128,600 3,100 

200 万円 軽減なし 295,000 302,200 7,200 

※（ ）は介護分該当者 

 

７ 参考資料 

北播各市国民健康保険税率の状況（令和６年度） 

 

 加東市 西脇市 三木市 小野市 加西市 

基礎課税額分 

(医療給付費分) 

所得割 7.19 6.79 7.50 7.80 7.00 

均等割 30,500 29,400 32,000 29,000 27,000 

平等割 20,000 19,100 21,000 24,000 18,500 

後期高齢者支援

金等課税額分 

所得割 3.01 3.01 3.00 2.80 2.80 

均等割 12,500 12,600 13,000 10,500 9,000 

平等割 8,100 8,300 8,000 8,000 8,000 

介護納付金 

課税額分 

所得割 2.71 2.71 2.70 2.60 2.70 

均等割 13,900 14,000 14,000 12,000 10,000 

平等割 7,000 7,100 7,000 6,500 7,000 

合   計 

所得割 12.91 12.51 13.20 13.20 12.50 

均等割 56,900 56,000 59,000 51,500 46,000 

平等割 35,100 34,500 36,000 38,500 33,500 
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